
 

 総合評価一般競争入札を執行するので、次のとおり公示する。  

  令和８年５月 15日  

                         大阪市長   横  山  英  幸 

１  担当部局  

  〒 530-8201 大阪市北区中之島１丁目３番 20号  

        大阪市役所２階  

        大阪市こども青少年局企画部経理課  

        電話  06-6208-8177 

 

２  入札に付する事項  

(1) 役務の名称    

中央こども相談センター東部分室一時保護児童への学習支援業務委託  長期

継続  

 (2) 役務の特質等   入札説明書による。  

 (3) 履行期間   令和８年 11月１日から令和 10年８月 31日まで  

 (4) 履行場所   入札説明書による。  

 

３  入札参加資格  

   次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査において、その資

格を認められた者は入札に参加することができる。  

   なお、本市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、本市入札参加資格

審査申請（以下「資格審査申請」という。 ）を担当部局（上記１に同じ）に行え

ば当該審査を行う。ただし、令和８年５月 28日 (木 )午後５時までに資格審査申請

を行わない場合は、入札に参加することができない。  

ア  地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者

大阪市告示第663号



であること  

 イ  入札参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止

措置を受けていないこと  

ウ  大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない

こと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと  

エ  令和７・８・９年度の本市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「 13：その他

代行－ 09：研修」または「 13：その他代行－ 23：試験問題作成」または「 13：そ

の他代行－ 26：その他」に登録があること  

 

４  入札説明書等の交付場所等  

(1) 入札説明書等の交付場所、入札参加申出書等の受付場所、契約条項を示す場所

及び当該入札に関する問い合わせ先  

    担当部局（上記１に同じ）     

  (2) 入札説明書等の交付方法    

    公告の日から令和８年５月 28日（木）まで無償により交付する。ただし、本

市の休日を除く午前９時から午後５時まで（午後０時 15分から午後１時までを

除く。）      

 (3) 入札参加申請書等の受付期間   

        公告の日から令和８年５月 28日（木）までの本市の休日を除く午前９時から

午後５時まで（午後０時 15分から午後１時までを除く。）  

 (4) 入札参加申請書等の受付場所  

入札説明書による。  

 

５  入札執行の日時等  

(1)  入札書受付期間   

令和８年７月 17日（金）午前９時 30分から午前 10時まで  

 (2)  開札予定日時   令和８年７月 17日（金）午前 10時  

 (3)  場所   大阪市役所本庁舎地下１階第 10会議室（こども青少年局本庁 B1会議



室）  

 

６  入札保証金等  

 (1) 入札保証金   免除  

ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額（入札書に記載

された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額）  の 100分の３ 

に相当する違約金を徴収する。  

 (2) 契約保証金   要  

    ただし、契約規則第 37条第１項の規定に該当する場合は免除する。  

 (3) 保証人   不要  

 (4) 契約手続において使用する言語及び通貨   日本語及び日本国通貨  

 (5) 契約書作成の要否   要  

 (6) 落札者の決定方法    落札者の決定にあたっては、本業務にとって最適な事業

者を選定するため、次項にかかげる落札者決定基準により、落札者を決定する。 

提案内容の評価である「技術点」に、入札価格の評価である「価格点」を加

算する総合評価方式を採用し、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った

者のうち、「技術点」と「価格点」の合計点である「総合点」の最も高い者を落

札者とする。技術の評価にあたっては、学識経験者の意見を踏まえたうえで、

公平かつ客観的に行うものとする。  

 (7) 落札者決定基準   公告文による。  

 

７  入札者に要求される事項  

  入札に参加を希望する者は、本公示に示した入札参加申請書等を令和８年５月 28

日（木）午後５時までに受付場所に、持参または書留郵便等配達の記録が残るもの

による郵送により必着のこと  

なお、当該書類に関し本市より説明を求められた場合には、これに応じなければ



ならない。提出された証明書等の審査の結果によっては、入札に参加することがで

きない。  

 

８  入札の無効  

  契約規則第 28条第１項の規定に該当する入札は無効とする。  

なお、開札後、落札決定までに、入札参加申請者が大阪市競争入札参加停止措置

要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除

外措置を受けたときは、入札参加資格を有しない者のした入札とみなし無効とす

る。  

 

９  その他  

(1)  この調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものであ

る。  

 (2)  落札決定後、契約締結までに落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基

づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。  

  (3) 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置

要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。  

  (4) 詳細は入札説明書による。  

 

10 Summary 

 (1)  Nature and quantity of the services to be required: 

  “Chuo-Kodomo Soudan Center Tobu-Bunshitsu”Outsourcing of educational 

support project for children in child consultation center(long term) 

(2)  The closing date and time for the submission of application forms and  

attached documents for the qualification confirmation: 

     5:00 PM, 28 May 2026 

 (3)  The date and time for the submission of tenders: 



     in person: from 9： 30AM to 10:00AM, 17 July 2026 

 (4)  A contact point where tender documents are available: 

 Accounting Division, Children and Youth Bureau, The City of Osaka, 

      1-3-20 Nakanoshima, Kita-ku Osaka 530-8201, TEL  06－ 6208－ 8177 

（こども青少年局企画部経理課）  
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